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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 5月 10日 (2004.5.10)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
賞 付 与 条 件 の 成 立 に 基 づ き 賞 遊 技 媒 体 を 排 出 可 能 な 賞 遊 技 媒 体 排 出 装 置 と 、 貸 出 条 件 の 成
立 に 基 づ い て 貸 遊 技 媒 体 を 排 出 可 能 な 貸 遊 技 媒 体 排 出 装 置 と を 各 々 別 個 に 備 え た 遊 技 機 で
あ っ て 、
前 記 賞 遊 技 媒 体 排 出 装 置 お よ び 前 記 貸 遊 技 媒 体 排 出 装 置 の 各 々 を 制 御 可 能 な 排 出 制 御 手 段
を 備 え 、
前 記 排 出 制 御 手 段 は 、
貸 遊 技 媒 体 の 排 出 に 関 わ る 異 常 発 生 の 有 無 を 判 定 す る 貸 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 と 、
賞 遊 技 媒 体 の 排 出 に 関 わ る 異 常 発 生 の 有 無 を 判 定 す る 賞 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 と 、
前 記 賞 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 お よ び 前 記 貸 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 を 不 能 に す る 排 出 不 能 化 制 御
手 段 と 、 を 備 え 、
前 記 排 出 不 能 化 制 御 手 段 は 、
前 記 貸 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 に よ っ て 異 常 発 生 と 判 定 さ れ た 場 合 は 、 前 記 賞 遊 技 媒 体 の 排
出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 は 実 行 せ ず 、 前 記 賞 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 に よ っ て 異 常 排 出 と 判
定 さ れ た 場 合 は 、 前 記 貸 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す
る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 賞 遊 技 媒 体 排 出 装 置 は 供 給 さ れ た 遊 技 球 を 賞 球 と し て 排 出 可 能 な 賞 球 排 出 装 置 で 構 成
さ れ る と 共 に 、 前 記 貸 遊 技 媒 体 排 出 装 置 は 供 給 さ れ た 遊 技 球 を 貸 球 と し て 排 出 可 能 な 貸 球
排 出 装 置 で 構 成 さ れ 、
前 記 貸 球 排 出 装 置 は 、 １ 条 に 形 成 さ れ た 球 供 給 流 路 の 下 流 側 に 配 設 さ れ 、 貸 球 を １ 条 で 排
出 可 能 に 構 成 さ れ 、
前 記 賞 球 排 出 装 置 は 、 ２ 条 に 形 成 さ れ た 球 供 給 流 路 の 下 流 側 に 配 設 さ れ 、 賞 球 を ２ 条 で 排
出 可 能 に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 排 出 制 御 手 段 は 、 前 記 賞 付 与 条 件 の 成 立 に 基 づ い て 排 出 す べ き 賞 遊 技 媒 体 数 を 累 積 的
に 記 憶 す る 記 憶 手 段 を 備 え 、
前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 賞 遊 技 媒 体 数 を 報 知 可 能 な 記 憶 報 知 手 段 を 当 該 遊 技 機 の 前



面 側 に 配 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
貸 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 異 常 発 生 と 、 賞 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た
異 常 発 生 と を 識 別 可 能 に 報 知 す る 異 常 報 知 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請
求 項 ３ の 何 れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 排 出 不 能 化 制 御 手 段 は 、
前 記 賞 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 に よ っ て 異 常 発 生 が 判 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 前 記 貸 遊 技 媒
体 の 排 出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 を 行 う 場 合 に 、 当 該 遊 技 機 に お け る

特 定 遊 技 状 態 の 発 生 に 基 づ き 、 前
記 貸 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 を 保 留 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ か ら 請 求 項 ４ の 何 れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 前 記 排 出 不 能 化 制 御 手 段 は 、 前 記 賞 遊 技 媒 体 異 常 判 定 手 段 に よ っ て 異 常 発 生 が 判 定 さ れ
た 場 合 に お い て 、 前 記 貸 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 を 行 う 場 合 に 、 当 該 遊 技 機
に お け る 特
定 遊 技 状 態 の 発 生 に 基 づ き 、 前 記 貸 遊 技 媒 体 の 排 出 処 理 の 排 出 不 能 化 制 御 を 保 留 す る よ う
に し て も よ い 。 な お 、 特 定 遊 技 状 態 と は 、 第 １ 種 の パ チ ン コ 遊 技 機 に お い て は 、 特 別 図 柄
表 示 装 置 に 大 当 た り 図 柄 が 表 　 　 示 さ れ て 変 動 入 賞 装 置 が 開 状 態 に 変 換 さ れ た 状 態 を い い
、 第 ３ 種 の パ チ ン コ 遊 技 機 に お い て は 、 可 変 表 示 装 置 に 大 当 た り 図 柄 が 表 示 さ れ て 権 利 発
生 装 置 の 可 動 部 材 が 開 状 態 に 変 換 さ れ た 状 態 を い う 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 賞 球 排 出 ユ ニ ッ ト ２ ０ ０ と 貸 球 排 出 ユ ニ ッ ト ３ ０ ０ と は 、 個 別 の 単 体 ユ ニ ッ ト と
し て 構 成 さ れ 、 図 示 し な い 取 付 ベ ー ス （ 裏 機 構 盤 の 中 央 開 口 部 の 側 方 に 形 成 ） に そ れ ぞ れ
着 脱 自 在 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ れ に よ り 、 故 障 等 に よ り 球 の 排 出 に 異 常 が 発 生 し た 場
合 に 、 異 常 が し た ユ ニ ッ ト の み を 取 り 外 し て 修 理 や 交 換 等 を 行 う こ と が で き 、 メ ン テ
ナ ン ス 作 業 を 容 易 か つ 低 コ ス ト で 行 う こ と が で き る 。
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可 変 表 示 装 置 に 大 当 た
り 図 柄 が 表 示 さ れ て 変 動 入 賞 装 置 が 開 状 態 に 変 換 さ れ る

可 変 表 示 装 置 に 大 当 た り 図 柄 が 表 示 さ れ て 変 動 入 賞 装 置 が 開 状 態 に 変 換 さ れ る
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